
　　　　　　　　　　　　　　　　労働者派遣事業に係る情報提供

対象期間 2023年４月～2024年３月

事業所の名称 株式会社　栃放エンタープライズ

事業所の所在地 栃木県宇都宮市昭和２－２－５

テレビ局

１．制作ディレクター ２．報道ディレクター

３．報道カメラマン ４．テロップ制作送出

有効期間の終期 2025（令和7）年3月31日

派遣労働者の数（１日平均） 7人

派遣先事業所数 1社

派遣料金額の平均額（1人1日8時間あたり） 19,613

派遣労働者賃金額の平均額（1人1日8時間あたり） 13,244

マージン率 32.47%

教育訓練に関する事項

労使協定の締結に関する事項 締結している

対象となる派遣労働者の範囲

　　１．制作ディレクター ２．報道ディレクター

　　３．報道カメラマン ４．テロップ制作送出

有効期限の終期　令和7年3月31日

その他労働者派遣事業の業務に関して参考に 福利厚生に関する事項

なること 　　定期健康診断

派遣労働者の範囲（職種）

就業年数に応じて教育訓練を行う。


